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秦野斎場増築・改修計画の概要 

 

１ 目的 

  本秦野斎場増築・改修計画の概要は、秦野斎場施設整備設計業務委託（以

下「本設計業務」という。）の設計事業者選定に伴う技術提案を実施するに

あたり、秦野斎場施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）に定める

もののほか、技術提案書を作成するための必要な条件等を提示する。なお、

本書で定めた事項は、必ずしも本設計業務における設計条件になるものでは

ない。 

 

２ 敷地の概要 

 (1) 建 設 地  秦野市曽屋1006番地 

 (2) 敷地面積  5,191.27㎡ 

 (3) 法規制等 

  ア 用途地域 工業地域。隣接は西側が工業専用地域、北側（河川対岸住

宅地部分）は第１種低層住居専用地域 

  イ 建ペイ率 60％ 

  ウ 容積率  200％ 

  エ 防火地域 指定なし 

  オ 日影規制 指定なし 

  カ 都市計画決定 昭和50年に決定、平成元年変更、本計画では新たな手

続きは発生しない。 

  キ その他  河川法、砂防法による規制あり。（敷地河川側の一部） 

  

３ 計画の概要 

 (1) 整備方式 

   「基本計画」第３章９の「整備方式の比較検討」に定める整備方式に基

づき、火葬炉設備と待合室を備えた建物を増築し、既存待合棟を改修して

利用する方法とする。 

   増築工事中は既存火葬棟と待合棟を使用し火葬場の運営を行い、増築棟

の完成後に待合棟の改修、既存火葬棟等の解体、外構工事等を行う。 

 (2) 施設内容・規模等 

  ア 建物用途 ：火葬場（火葬諸室、待合室）その他付帯施設。 

  イ 構造   ：鉄筋コンクリート造及び一部鉄骨造程度とする。 

  ウ 階数   ：２階建て一部平屋建てとする。 
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  エ 延べ面積 ：概ね 3,000㎡ 既存待合棟（昭和51年度築造267.2㎡＋

平成９年度築造228.15㎡）の改修部分の面積含む。 

  オ 火葬炉数 ：８炉（１炉分は、予備炉スペースとして空間確保）火葬

炉設備工事は別途、発注する。 

  カ 設備   ：電気、空調、給水、排水、その他 

  キ 駐車場  ：普通乗用車 43台、マイクロバス ９台 

  ク 緑地等  ：秦野市まちづくり条例による敷地面積の15％を確保し、

20％に近づける。 

  ケ 想定される諸室 

   (ｱ) 火葬部門 

     炉室・機械室、中央監視・制御室、エントランスホール、告別室、

収骨室、霊安室、作業員休憩室など。 

   (ｲ) 待合部門 

     待合室８室、待合ロビー、売店、喫煙室、その他サービス施設など。 

   (ｳ) 管理部門 

     事務室、休憩室、倉庫・収納、会議室（特別な事情による極小規模

の葬儀や災害等非常時における多目的な活用を想定） 

   (ｴ) その他の諸室等 

     多目的トイレ、エレベーター又はエスカレーターなど 

 ※ 上記の(ｱ)から(ｴ)の諸室等は、必ずしも独立した部屋として確保するも

のではなく、技術提案において自由に提案できる。 

  コ 葬儀式場、動物炉について 

    葬儀式場は民間の葬祭業者が多数存在すること、また動物炉について

は、「廃棄物処理法」、「秦野市ペット霊園に関する指導要綱」及び敷

地の余裕などを考慮し設置しない。 

  サ 排気筒について 

    排気筒は、周辺住民及び景観等への配慮から火葬炉事業者の選定にお

ける条件として排気筒の出口高さを１階床高さから概ね13ｍ以内として

いる。建物の意匠計画においては、排気筒回り等のデザインを工夫され

たい。 

 (3) 工事及び設計の概要等 

   次の工事に伴う設計業務を行う。 

 

  ア 既存施設の概要 
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建設年度 
経過

年数 
建物名称 

建築面積 

（延床面積も同じ） 
備考 

昭和51年度 37年 火葬棟 400.38 ㎡ 平屋(再使用可能)・３炉 

待合棟 267.20 ㎡ 待合室３室(再使用可能) 

物置 25.03 ㎡  

ポンプ室 12.25 ㎡  

渡り廊下 21.25 ㎡  

管理人棟 54.12 ㎡ 現状、運転手控室で利用 

昭和53年度 34年 倉庫（車庫） 21.94 ㎡  

平成５年度 19年 火葬炉増設  ２炉増設 

平成９年度 

 

15年 待合棟増築 228.15 ㎡ 待合室２室(再使用可能) 

プレハブ倉庫 4.77 ㎡  

平成19年度 ５年 待合棟  歩廊部ロビー化 

合  計 1035.09 ㎡ 
 

  イ 増築工事 ：火葬炉棟を増築する。延べ面積は約2,500㎡。 

  ウ 改修工事 ：既存待合棟を改修する。約500㎡、増築棟との一体感を出

したい。 

  エ 解体工事 ：既存火葬棟、煙突、付属建物の解体撤去等。 

  オ 外構工事 ：駐車場、擁壁等工作物、場内通路、植栽工事等 

 (4) 整備事業費 

   建設工事費を約17億円と想定、火葬炉設備工事費は別途計上。 

 (5) 設計基本方針 

  ア 斎場としての機能と開放性とプライバシーの保護を配慮し、ゆとりと

安らぎが感じられ、会葬者が心穏やかに過ごせる、終焉の場としてふさ

わしい施設する。 

  イ 秦野市らしさ伊勢原市らしさを取り入れた施設造り及び葬儀に関する

地域の慣習に沿った運営が図れる施設とする。 

  ウ 基本計画に示す火葬件数の増加に対応できる施設とする。 

  エ 景観及び近隣に住宅地を持つ周辺環境との融和に配慮し、人と環境に

やさしい安らぎの場とした施設とする。 

  オ 耐震、耐火性能及び諸室の配置や機能など災害時に施設運営を継続で

きる施設とする。 

  カ 斎場機能、安全安心と効率が共存し、建設費と運営管理費のバランス

を考慮したトータルコストの縮減が図れる計画とする。 
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  キ 既存施設の使用を継続して建設を進めるため、施工中の安全対策及び

利便性を配慮する。 

  ク 火葬炉の増設及び火葬炉設備等の修繕や交換などに配慮した計画とす

る。 

  ケ 秦野市、伊勢原市(以下、「両市」という。)で生産された木材(間伐材

等の利用も含む)などの建築材料及び両市に所在する事業所で製造され

た建築材料、設備、機械類など、地元産の材料を積極的に取り入れた施

設とする。 

 

 (6) 設計業務内容 

   国土交通省告示15号の「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求

することのできる報酬の基準」及び国営整第３号の「官庁施設の設計業務

等積算基準」に基づく基本設計、実施設計業務を行う。 

   なお、追加業務は、次に示す。 

  ア 設計内訳書の作成 ：内訳書、数量調書、３社以上のメーカー見積書

（設計区分ごとにまとめること） 

  イ 透視図、模型作成 ：計画案ごとに作成。（計画案は２案以上作成） 

  ウ 計画通知     ：申請及び申請図書作成（構造計算適合判定を含

む） 

  エ まちづくり条例  ：申請及び申請図書作成 

  オ 省エネルギー関連計算書の作成及び申請手続き業務 

  カ エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条第１項に規定する熱損

失の防止、空気調和設備等に係るエネルギーの効率利用にための業務 

  キ 概略工事工程表の作成 

  ク 建設リサイクル法  ：申請及び図書作成 

  ケ 解体工事      ：既存火葬棟、倉庫等付属建物、煙突 

  コ 既存待合棟      ：基本計画検討時の構造計算書を基に計画通知

取得に向けて構造 検討の実施、必要に応じ再

計算のこと。 

  サ 施設検討委員会支援  ：４回程度開催 

  シ 近隣自治会説明会支援 ：２回程度開催 

  ス その他 

   (ｱ) 秦野市洪水ハザードマップにより50ｃｍ未満の浸水が予想される区

域のため、対策を検討。 

   (ｲ) 本敷地の地質調査を実施するにあたりボーリング箇所、深さ、試験
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内容についての助言。 

   (ｳ) イニシャルコストとランニングコストの検討。 

   (ｴ) 備品、什器等購入の助言。 

   (ｵ) 河川法、砂防法に関する申請の補助。 

  

４ 関連業務 

 秦野斎場火葬炉設備工事の事業者（以下、「火葬炉設備事業者」という）

は、別途、プロポーザル方式で平成26年８月中に特定される予定で、本設計

業務受託者は、火葬炉設備事業者と互いに協力して、斎場施設の設計を完成

させること。 
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５ 参考資料 

 (1) 既存施設配置図（ＣＡＤデータは、秦野市伊勢原市環境衛生組合ホーム

ページからダウンロード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 地質調査データ 

   昭和50年度に実施した地質調査 

   調査位置図（ノンスケール） 
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 (3) 国土交通省告示等（抜粋） 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告示の抜粋 
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